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平成29年３月24日 

各   位 

 

会 社 名 株式会社ニッコウトラベル

代表者名 代表取締役社長 古川哲也

 （コード番号 9373 東証第二部）

問合せ先 取締役管理統括担当 片桐 博子

 ＴＥＬ 03－3276－0142

 

 

株式会社三越伊勢丹ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの結果 

及び親会社、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 
 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス（以下「三越伊勢丹ホールディングス」といいます。）が平成 29 年

２月 13 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）に対する公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成29年３月23日をもって終了し、三越伊勢丹ホールディン

グスより本公開買付けの結果について報告を受けましたので、お知らせいたします。 

また、その結果、平成 29 年３月 30 日付で、当社の親会社、主要株主である筆頭株主に異動が生じること

となりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

当社は、本日、三越伊勢丹ホールディングスより、添付資料「株式会社ニッコウトラベル株券等（証券

コード：9373）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果につ

いて報告を受けました。 

 

 

Ⅱ．親会社、主要株主である筆頭株主の異動について 

１．異動が生じる経緯 

当社は、三越伊勢丹ホールディングスより、本公開買付けにおいて当社普通株式 8,602,694 株の応募が

あり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。 

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 29 年３月 30 日（本公開買付けの決済の開始

日）付で、当社の総株主の議決権に対する三越伊勢丹ホールディングスの所有割合が 50％超となるため、

三越伊勢丹ホールディングスは、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになり

ます。また、当社の主要株主である筆頭株主の久野木和宏氏は、その所有する当社普通株式の全てについ

て本公開買付けに応募した結果、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 

① 名 称 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

② 所 在 地 東京都新宿区新宿五丁目16番10号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 大西 洋 

④ 事 業 内 容 百貨店業等の事業 

⑤ 資 本 金 50,311百万円（平成28年12月31日現在） 

⑥ 設 立 年 月 日 平成20年４月１日 



2 
 

⑦ 連 結 純 資 産 576,636百万円（平成28年12月31日現在） 

⑧ 連 結 総 資 産 1,308,843百万円（平成28年12月31日現在） 

⑨ 大株主及び持株比率 

（平成28年９月30日現

在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.44％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.90％

公益財団法人三越厚生事業団 3.45％

三越伊勢丹グループ取引先持株会 2.03％

清水建設株式会社 1.56％

明治安田生命保険相互会社（常任代理人 資産管理サービス信

託銀行株式会社） 

1.44％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.35％

三井住友海上火災保険株式会社 1.34％

三越伊勢丹グループ従業員持株会 1.12％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1.11％

⑩ 当社と当該株主の関係 

 資 本 関 係 該当事項はありません。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 該当事項はありません。 

 

（２）主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 

① 氏 名 久野木和宏 

② 住 所 神奈川県横浜市 

 

３．異動前後における当該株主等の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － － － － － 

異動後 
親会社及び主要株主で

ある筆頭株主 

86,026個 

（91.22％） 
－ 

86,026個 

（91.22％） 
第１位 

 

（２）久野木和宏 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
主要株主である 

筆頭株主 

35,429個 

（37.57％） 
－ 

35,429個 

（37.57％） 
第１位 

異動後 － － － － － 

（注１）単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「議決権所有割合」は、平成 28 年 12

月31日現在の発行済株式総数（9,780,000株）から、同日現在、当社の所有する自己株式数（348,803

株）を控除した9,431,197株に係る議決権の数（94,311個）を分母として計算しております。 

（注２）「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

４．異動予定年月日 

平成29年３月30日（本公開買付けの決済の開始日） 
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５．今後の見通し 

平成 29 年２月 10 日付当社プレスリリース「株式会社三越伊勢丹ホールディングスによる当社株券等に

対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」（以下「平成29年２月10日付プレスリリース」と

いいます。）にてお知らせしておりますとおり、三越伊勢丹ホールディングスは、当社を同社の完全子会社

とする取引の一環として本公開買付けを実施しておりましたが、上記のとおり、本公開買付けにより、当

社が所有する自己株式を除いた当社の発行済普通株式の全てを取得することができなかったことから、今

後、平成29年２月10日付プレスリリース「３．（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段

階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、当社の発行済普通株式の全て（但し、当社が所有す

る自己株式を除きます。）を取得するための手続を実施することを予定しているとのことです。なお、当該

手続の実施により、当社普通株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場

第二部における上場廃止基準に抵触する結果、上場廃止となります。上場廃止後は、当社普通株式を東京

証券取引所市場第二部において取引することはできなくなります。 

今後の具体的な手続については、三越伊勢丹ホールディングスと協議のうえ、決定次第速やかに公表い

たします。 

 

６．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

該当事項はありません。 

 

以 上 

 

（添付資料） 

「株式会社ニッコウトラベル株券等（証券コード：9373）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」 
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定

定

ᖹ成「9ᖺ㸱᭶「4日定

各定 位定

会 社 ྡ定 株式会社୕越伊勢丹ホ࣮ルࢹングス定

௦表者ྡ定 ௦表ྲྀ締役社長執行役員定 大西定 洋定

㸦コ࣮ࠊ099「ࢻ東証第୍部ࠊ福証㸧定

問合せ先定 業務本部総務部㺘ｰﾎﾟﾚｰﾄ㺘ﾐ㺋ﾆ㺗ｰｼ㺌ﾝ担当長定

定 口定 ୍雄定。９分１.定定0」-6「05-600」)定

定

定

株式会社ニッコࢺ࢘ラベル株券等㸦証券コ࣮ࢻ㸸9」7」㸧対ࡿࡍ定

公開買付ࡢࡅ結果㛵࠾ࡿࡍ知ࡽせ定

定

定

株式会社୕越伊勢丹ホ࣮ルࢹングス㸦௨ୗࠕ公開買付者ࠖ又ࠕࡣ当社ࠖいいࠋࡍࡲ㸧ࠊࡣᖹ成「9ᖺ㸰᭶

10 日開催ྲྀࡢ締役会࠾い࡚ࠊ株式会社ニッコࢺ࢘ラベル㸦株式会社東京証券ྲྀ引所㸦௨ୗࠕ東京証券ྲྀ引

所ࠖいいࠋࡍࡲ㸧市場第部ࠊ証券コ࣮ࢻ㸸9」7」ࠊ௨ୗࠕ対象者ࠖいいࠋࡍࡲ㸧ࡢ普通株式㸦௨ୗࠕ対象者

普通株式ࠖいいࠋࡍࡲ㸧ࢆ金融商品ྲྀ引法㸦昭和 「」 ᖺ法ᚊ第 「5 号ࠋそࡢᚋࡢ改ṇࢆ含ࠋࡍࡲࡳ௨ୗࠕ法ࠖ

ᖹ成ࠊࡋ決議ࢆࡇࡿࡍ得ྲྀࡾࡼ㸧ࠋࡍࡲいいࠖࡅ本公開買付ࠕ㸦௨ୗࡅ基࡙く公開買付㸧ࠋࡍࡲいい

「9 ᖺ㸰᭶ 1」 日ࡾࡼ本公開買付ࢆࡅ実施ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋたࠊࡀ௨ୗࠊࡾ࠾ࡢ本公開買付ࡀࡅᖹ成 「9 ᖺ㸱᭶ 「」

日࡚ࡗࡶࢆ終了いたࡋࡲࡋた࠾ࠊ࡛ࡢ知ࡽせいたࠋࡍࡲࡋ定

定

定

㸯㸬買付ࡅ等ࡢ概要定

㸦㸯㸧公開買付者ྡࡢ称及び所在地定

株式会社୕越伊勢丹ホ࣮ルࢹングス定

東京都新宿区新宿五目16番10号定

定

㸦㸰㸧対象者ྡࡢ称定

株式会社ニッコࢺ࢘ラベル定

定

㸦㸱㸧買付ࡅ等係ࡿ株券等ࡢ種類定

普通株式定

定

㸦㸲㸧買付予ᐃࡢ株券等ࡢ数定

買付予ᐃ数定 買付予ᐃ数ࡢୗ限定 買付予ᐃ数ୖࡢ限定

9,4」1,197株定 6,「87,465株定 㸫株定

㸦注㸯㸧定 応募株券等ࡢ総数ࡀ買付予ᐃ数ࡢୗ限㸦6,「87,465 株㸧満た࡞い場合ࠊࡣ応募株券等ࡢ全部ࡢ買

付ࡅ等ࢆ行いࡲせࠋࢇ応募株券等ࡢ総数ࡀ買付予ᐃ数ࡢୗ限㸦6,「87,465 株㸧௨ୖࡢ場合ࠊࡣ応募

株券等ࡢ全部ࡢ買付ࡅ等ࢆ行いࠋࡍࡲ定

㸦注㸰㸧定 単元未満株式ࡶ本公開買付ࡢࡅ対象ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ会社法㸦ᖹ成17ᖺ法ᚊ第86号ࠋそࡢ

ᚋࡢ改ṇࢆ含ࠋࡍࡲࡳ㸧従࡚ࡗ株主ࡿࡼ単元未満株式買ྲྀ請求権ࡀ行使さࢀた場合ࠊࡣ対象

者ࡣ法௧ࡢ手続ࡁ従い本公開買付ࡿࡅ࠾ࡅ買付ࡅ等ࡢ期間㸦௨ୗࠕ公開買付期間ࠖいいࡲ

定ࠋࡍࡲࡾあࡀࡇࡿ買いྲྀࢆ株式ࡢ自己㸧中ࠋࡍ

㸦注㸱㸧定 本公開買付ࢆࡅ通ࠊ࡚ࡌ対象者ࡀ所᭷ࡿࡍ自己株式ྲྀࢆ得ࡿࡍ予ᐃࡣあࡲࡾせࠋࢇ定
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㸦注㸲㸧定 買付予ᐃ数ࡢୗ限㸦6,「87,465 株㸧ࠊࡣ対象者ࡀᖹ成 「9 ᖺ㸰᭶ 10 日公表ࡋたࠕᖹ成 「9 ᖺ㸱᭶

期第㸱四半期決算短信お日本基準が㸦連結㸧ࠖ㸦௨ୗࠕ対象者決算短信ࠖいいࠋࡍࡲ㸧グ載さࢀた

ᖹ成 「8 ᖺ 1「 ᭶ 」1 日現在ࡢ発行済株式総数㸦9,780,000 株㸧ࠊࡽ対象者決算短信グ載さࢀた

ྠ日現在ࡢ対象者ࡀ所᭷ࡿࡍ自己株式数㸦」48,80」 株㸧ࢆ控除ࡋた株式数㸦9,4」1,197 株㸧㸱ศ

定ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㸧ࡆた数㸦小数点௨ୗษୖࡌ乗ࢆ㸰ࡢ

定

㸦㸳㸧買付ࡅ等ࡢ期間定

ձ定 届出当初ࡢ買付ࡅ等ࡢ期間定

ᖹ成「9ᖺ㸰᭶1」日㸦᭶曜日㸧ࡽᖹ成「9ᖺ㸱᭶「」日㸦木曜日㸧࡛ࡲ㸦「8営業日㸧定

定

ղ定 対象者ࡢ請求基࡙く延長ࡢ可能性定

定 定 法第「7条10ࡢ第㸱項ࡢ規ᐃࠊࡾࡼ対象者ࡽ公開買付期間ࡢ延長ࢆ請求ࡿࡍ旨ࡢグ載ࡀさࢀた意

見表明報告書ࡀ提出さࢀた場合ࠊࡣ公開買付期間ࡣ 」0 営業日ࠊᖹ成 「9 ᖺ㸱᭶ 「7 日㸦᭶曜日㸧࡛ࡲ

定ࠋたࡋ࡛ࢇせࡲࡾあࡣ該当項ࠊࡀたࡋ予ᐃ࡛ࡿ࡞

定

㸦㸴㸧買付ࡅ等ࡢ価格定

普通株式㸯株ࠊࡁࡘ金」90定

定

㸰㸬買付ࡅ等ࡢ結果定

㸦㸯㸧公開買付ࡢࡅ成否定

応募株券等ࡢ総数㸦8,60「,694 株㸧ࡀ買付予ᐃ数ࡢୗ限。6,「87,465 株)௨ୖࡋࡲࡾ࡞たࠊ࡛ࡢ公開買

付開始公告及び公開買付届出書グ載ࠊࡾ࠾ࡢ応募株券等ࡢ全部ࡢ買付ࢆࡅ行いࠋࡍࡲ定

定

㸦㸰㸧公開買付ࡢࡅ結果ࡢ公告日及び公告掲載新聞ྡ定

法第 「7 条ࡢ 1」 第㸯項ࡢ規ᐃ基࡙ࠊࡁ金融商品ྲྀ引法施行௧㸦昭和 40 ᖺ政௧第 」「1 号ࠋそࡢᚋࡢ改

ṇࢆ含ࠋࡍࡲࡳ㸧第㸷条ࡢ㸲及び発行者௨外ࡢ者ࡿࡼ株券等ࡢ公開買付ࡢࡅ開示㛵ࡿࡍෆ㛶府௧㸦ᖹ

成㸰ᖺ大蔵省௧第 」8 号ࠋそࡢᚋࡢ改ṇࢆ含ࠋࡍࡲࡳ௨ୗࠕ府௧ࠖいいࠋࡍࡲ㸧第 」0 条ࡢ㸰規ᐃࡿࡍ

方法ࠊࡾࡼᖹ成 「9 ᖺ㸱᭶ 「4 日東京証券ྲྀ引所࠾い࡚ࠊ本公開買付ࡢࡅ結果ࢆ報道機㛵公表い

たࡋࡲࡋたࠋ定

定

㸦㸱㸧買付ࡅ等ࢆ行ࡗた株券等ࡢ数定

株券等種類定 ձ定 株式換算ࡋた応募数定 ղ定 株式換算ࡋた買付数定

株 券定 8,60「,694株定 8,60「,694株定 定

新 株 予 約 権 証 券定 㸫株定 㸫株定 定

新 株 予 約 権 付 社 債 券定 㸫株定 㸫株定 定

株 券 等 信 ク ཷ 益 証 券定

㸦 㸧定
㸫株定 㸫株定 定

株 券 等 預 ク 証 券定

㸦 㸧定
㸫株定 㸫株定 定

合定 計定 8,60「,694株定 8,60「,694株定 定

㸦潜在株券等ࡢ数ࡢ合計㸧定 㸫定 㸦定 㸫株㸧定

定

㸦㸲㸧買付ࡅ等ࢆ行ࡗたᚋࡿࡅ࠾株券等所᭷割合定

買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾公開買付者ࡢ定

所᭷株券等係ࡿ議決権ࡢ数定
㸫個定 㸦買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾株券等所᭷割合㸫㸣㸧定



」定
 

買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾特別㛵係者ࡢ定

所᭷株券等係ࡿ議決権ࡢ数定
0個定 㸦買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾株券等所᭷割合0.00㸣㸧定

買付ࡅ等ᚋࡿࡅ࠾公開買付者ࡢ定

所᭷株券等係ࡿ議決権ࡢ数定
86,0「6個定 㸦買付ࡅ等ᚋࡿࡅ࠾株券等所᭷割合91.「「㸣㸧定

買付ࡅ等ᚋࡿࡅ࠾特別㛵係者ࡢ定

所᭷株券等係ࡿ議決権ࡢ数定
㸫個定 㸦買付ࡅ等ᚋࡿࡅ࠾株券等所᭷割合㸫㸣㸧定

対象者ࡢ総株主等ࡢ議決権ࡢ数定 94,「96個定 定

㸦注㸯㸧ࠕ買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾特別㛵係者ࡢ所᭷株券等係ࡿ議決権ࡢ数ࠖࠊࡣ特別㛵係者㸦但ࠊࡋ特別㛵係

者ࡢうち法第 「7 条ࡢ㸰第㸯項各号ࡿࡅ࠾株券等所᭷割合ࡢ計算࠾い࡚府௧第㸱条第㸰項第㸯号

グࢆ合計ࡢ数ࡢ議決権ࡿ係株券等ࡿࡍ所᭷ࡀ㸧ࠋࡍࡲࡁ除ࢆ者ࡿࢀ除外さࡽ特別㛵係者ࡁ基࡙

載ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ定

㸦注㸰㸧ࠕ対象者ࡢ総株主等ࡢ議決権ࡢ数ࠖࠊࡣ対象者ࡀᖹ成「9ᖺ㸰᭶1」日提出ࡋた第41期第㸱四半期報

告書グ載さࢀたᖹ成 「8 ᖺ㸷᭶ 」0 日現在ࡢ総株主ࡢ議決権ࡢ数㸦㸯単元ࡢ株式数ࢆ 100 株࡚ࡋ

グ載さࢀたࡢࡶ㸧࡛ࠋࡍ但ࠊࡋ単元未満株式ࡶ本公開買付ࡢࡅ対象࡚ࡋいたたࠕࠊࡵ買付ࡅ等前

対象者決ࠊࡣい࡚࠾計算ࡢ株券等所᭷割合ࠖࡿࡅ࠾等ᚋࡅ買付ࠕ株券等所᭷割合ࠖ及びࡿࡅ࠾

算短信グ載さࢀたᖹ成 「8 ᖺ 1「 ᭶ 」1 日現在ࡢ発行済株式総数㸦9,780,000 株㸧ࠊࡽ対象者決算

短信グ載さࢀたྠ日現在ࡢ対象者ࡀ所᭷ࡿࡍ自己株式数㸦」48,80」 株㸧ࢆ控除ࡋた株式数

㸦9,4」1,197株㸧係ࡿ議決権ࡢ数㸦94,」11個㸧ࢆศ母࡚ࡋ計算ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ定

㸦注㸱㸧ࠕ買付ࡅ等前ࡿࡅ࠾株券等所᭷割合ࠖ及びࠕ買付ࡅ等ᚋࡿࡅ࠾株券等所᭷割合ࠖࡘい࡚ࠊࡣ小

数点௨ୗ第୕位ࢆ四捨五入ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ定

定

㸦㸳㸧あࢇศ比例方式ࡾࡼ買付ࡅ等ࢆ行う場合ࡢ計算定

該当項ࡣあࡲࡾせࠋࢇ定

定

㸦㸴㸧決済ࡢ方法定

ձ定 買付ࡅ等ࡢ決済ࡿࡍࢆ金融商品ྲྀ引業者࣭銀行等ྡࡢ称及び本店ࡢ所在地定

野村證券株式会社定 定 東京都中央区日本橋୍目㸷番㸯号定

定

ղ定 決済ࡢ開始日定

定 ᖹ成「9ᖺ㸱᭶」0日㸦木曜日㸧定

定

ճ定 決済ࡢ方法定

公開買付期間終了ᚋ遅࡞くࠊ公開買付ࡿࡼࡅ買付ࡅ等ࡢ通知書ࢆ応募株主等㸦外国人株主等ࡢ場

合ࡣ常任௦理人㸧ࡢ住所ᐄ郵送ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡋ野村ネッࢺ㸤コ࣮ル࠾い࡚書面ࡢ電子交付等承諾

さ࡚ࢀいࡿ場合ࠊࡣ野村ネッࢺ㸤コ࣮ル࢙࢘ࡢブサࢺ㸦し下下p上://ne下止all.nomつ三a.止o.一p/㸧࡚電

磁的方法ࡾࡼ交付ࠋࡍࡲࡋ定

買付ࠊࡣࡅ金銭࡚行いࠋࡍࡲ応募株主等ࡣ公開買付ࡿࡼࡅ売却௦金ࠊࢆ送金等ࡢ応募株主等ࡀ指

示ࡋた方法ࠊࡾࡼ決済ࡢ開始日௨ᚋ遅࡞くཷࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿྲྀࡅ㸦送金手数料ࡿࡀ場合ࡀあ

定ࠋ㸧ࠋࡍࡲࡾ

定

㸱㸬公開買付ࡅᚋࡢ方針等及び今ᚋࡢ見通ࡋ定

当社ࡀᖹ成 「9 ᖺ㸰᭶ 10 日付࡛公表ࡋたࠕ株式会社ニッコࢺ࢘ラベル株券等㸦証券コ࣮ࢻ㸸9」7」㸧

対ࡿࡍ公開買付ࡢࡅ開始㛵࠾ࡿࡍ知ࡽせࠖグ載ࡢෆ容ࡽ変更あࡲࡾせࠋࢇ定

対象者ࡣ当社ࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ場さୖ東京証券ྲྀ引所市場第部ࠊ現在ࠊࡣ対象者普通株式ࠊ࠾࡞

普通株式ࡢ全࡚㸦但ࠊࡋ対象者ࡀ所᭷ࡿࡍ自己株式ࢆ除ࠋࡍࡲࡁ㸧ྲྀࡢ得ࢆ目的ࡋた手続ࢆ実施ࡿࡍ

規ࡢ東京証券ྲྀ引所ࠊࡣ対象者普通株式ࠊた場合ࢀ実行さࡀ手続ࡿࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ予ᐃࢆࡇ

ᐃ従いࠊ所ᐃࡢ手続ࢆ経࡚ୖ場廃Ṇࡿ࡞見込ࠋࡍ࡛ࡳ今ᚋࡢ手続ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ決ᐃ次第ࠊ対象

者ࡾࡼ㏿や公表さࡿࢀ予ᐃ࡛ࠋࡍ定



4定
 

定

㸲㸬公開買付報告書ࡢ写ࢆࡋ縦覧供ࡿࡍ場所定

株式会社୕越伊勢丹ホ࣮ルࢹングス定 東京都新宿区新宿五目16番10号定

株式会社東京証券ྲྀ引所定 東京都中央区日本橋兜町㸰番㸯号定

定

௨定 ୖ定
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